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吉野川（表紙）

吉野川水系の水利用と徳島県
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３ 銅山川分水

４ 銅山川の河川環境
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吉 野 川 総 合 開 発

図：吉野川ダム統合管理事務所３０周年記念誌から

早明浦ダム
今切川
河口堰

池田ダム
愛媛分水
・新宮ダム

高知分水

旧吉野川
河口堰

香川用水
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水 利 用 の 歴 史
地域によって異なる水利用形態

徳島県 香川県

吉野川第十堰

旧吉野川河口堰
香川用水

ため池数 １万４千箇所余

ため池容量 １４６百万m3
(主要ため池181箇所の貯水量)

（香川県HPから)

早明浦ダム
（利水容量173百万m3)
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吉 野 川 総 合 開 発

早明浦ダム

香川用水取水工

・昭和１３年 河水統制事業

（吉野川全体の水を開発する
最初の計画）

・昭和２９年 調整素案発表

・昭和４１年 最終案承認

・昭和４１年７月議会

「早明浦ダムの建設に関する
基本計画に同意（徳島県議会の議決）
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吉 野 川 総 合 開 発

◇当初から分水反対の立場を主張

「吉野川はその功罪（洪水禍と利水）合わせて本県のもの」

「ダムの必要性は認めるが、香川分水には絶対反対」

◇橋・道・水の三問題を三位一体で解決

「そのためには分水もやむなし」

「新産業都市として必要な水が確保されるなら、香川分水も場合によっては
やむを得ない」

◇絶対反対から条件闘争へ

「水量確保」と「負担金の軽減」等が条件

「用水路なら全量使用できるが、吉野川を流れる水は河床変動があれば
利用できない。量も大事だが水位が大事である」

（徳島県の立場）
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吉野川総合開発（県議会での論議）

７項目の修正意見

①新規農業用水の計上

②河川維持用水（１３m3/s)の
増量

③早明浦ダムの嵩上げ

④ダムの嵩上げ費は治水費
の優先支出

⑤上工水先行投資資金の国
庫補助等による措置

⑥岩津上流の遊水地帯解消対策
と洪水調節機能の増大

⑦発電部門の再検討

Ｓ４０年 ３月議会「徳島県議会の決議」 左記「修正意見」に対する

Ｓ４１年 ６月議会での

知事答弁（②、⑥について）

②河川維持用水が１３m3/sで
は少なすぎる点については他
の用水とともに流れるので問
題ない。

●ダム計画では、河川維持用水だけで池
田で１３トンを確保し、他の利水用水
を併せれば、かんがい期池田で５７ト
ン、非かんがい期２７．５トンとなるの
で十分と考える。旧吉野川に既得水
利権として最渇水時でも４３トン以上
が流入せしめ得る場合には、本川掛
かり既得農業用水施設の取水には支
障は生じない。

⑥岩津上流遊水地帯の解消に
ついては、とりあえず、昭和４
１年から４４年の間で６億円を
投入するが、促進の確約を得
ている。

６
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吉野川総合開発

５項目の要望事項
①早明浦ダムに関連する総合開発的事業の国による早期実施について

岩津上流地帯の治水対策の確立、第十堰、第十樋門の改修、旧吉野川

河道及び潮止樋門の改修等の諸事業は、吉野川総合開発の見地から早

明浦ダムに関連する重要問題であるので、これらの諸事業の早期実施に

つき、国の格段のご配慮をお願いしたい。

②池田ダムの管理への配慮

③流水の正常な機能の維持に必要な流量の優先的取扱

流水の正常な機能の維持に必要な流量は、徳島県における長年における

既得権益であるので、貯水池操作の上で、最優先的に取り扱われるよう

ご配慮せられたい。

④県負担金等に対する国の財政上の援助措置

⑤ダムに起因する被害に対する国の措置

Ｓ４１年 ６月 早明浦ダム建設基本計画に対する
徳島県知事の意見（県議会も同意）

③の要望事項については、Ｓ４１年以降、Ｈ１１年
のフルプラン変更に伴う回答まで、４６回にも及ぶ
文書による意見を述べている。

③の要望事項については、Ｓ４１年以降、Ｈ１１年
のフルプラン変更に伴う回答まで、４６回にも及ぶ
文書による意見を述べている。

７
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不 特 定 用 水

「不特定用水」とは、早明浦ダム建設以前から

本県において利用されていた用水と

河川維持用水の総称

・慣行水利権等の農業用水 ２８m3/s    計４３m3/s
・許可水利権の都市用水 ２m3/s (かんがい期)

・河川維持用水 １３m3/s      ※非かんがい期
１５m3/s
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麻名用水の状況

Ｈ１７渇水の状況

堤防

導水トンネル

Ｈ１９渇水の状況

吉野川の水位低下
によりポンプアップ

麻名用水
・かんがい面積

1,500ha
・明治３９年着工
大正元年完成

・不特定用水
7.1m3/s

水量も大事だが水位も大事
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渇水時の取水ルール

●渇水時の取水ルール

異常な渇水で、流況が不足する場合の一般的なルール

・「水利権の優先順位」に従って取水

・優先順位は「流水の占用許可を受けた順序による」

・水利使用規則では「既得の水利使用に支障を生じせしめてはならない」と記載

河川維持用水

既得用水（不特定）

新規用水

１月 １２月３月 ６月 ９月

流
量

流況

ダムに貯めた水

ダムから補給した水

ダムから補給した水

ダムに貯めた水
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運用ｐ

かんがい期最大毎秒２８トン

池田地点確保流量
（徳島用水の運用パターン）

池田地点確保流量
（徳島用水の運用パターン）

毎秒１３トン
（５／２１～９／３０）

１
２

３
４

５

６
不特定用水（農水）＜北岸用水含む＞不特定用水（農水）＜北岸用水含む＞

不 特 定 用 水（都市用水）不 特 定 用 水（都市用水）

河 川 維 持 用 水河 川 維 持 用 水

新 規 工 水新 規 工 水

新 規 上 水新 規 上 水

新 規 農 水＜北岸用水含む＞新 規 農 水＜北岸用水含む＞

１

２

３

６

５

４

毎秒２トン

毎秒８．０３トン

毎秒2.3～2.6トン

４月

３月

かんがい期
5/21-10/10

かんがい期最大毎秒57トン

非かんがい期
毎秒27トン

毎秒0.9～3.7トン うち毎秒６トン
未利用水

非かんがい期

非かんがい期

毎秒10.7,12.17トン
（その他の期間）

徳島用水
運用パターン

第十堰

11
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不特定用水の扱いについて
農地防災事業に伴う不特定用水の取水計画 ２８m3/s → ２２．５m3/s

昭和４０年３月議会「徳島県議会の決議」
（７項目の修正意見に対する回答）

②河川維持用水の増量について

●ダム計画では、河川維持用水だけで池田で１３トンを確保し、
他の利水用水を併せれば、かんがい期池田で５７トン、非かん
がい期２７．５トンとなるので十分と考える。旧吉野川に既得水
利権として最渇水時でも４３トン以上が流入せしめ得る場合に
は、本川掛かり既得農業用水施設の取水には支障は生じない。

「正常流量」とは、下記の項目を総合的に考慮し、渇水時において維持す
べきであるとして定められた流量（維持流量）及び水利用のために必要な
流量（水利流量）の双方を満足する流量をいう。

①舟運 ②漁業 ③流水の清潔の保持 ④塩害の防止

⑤河口の閉塞の防止 ⑥河川管理施設の保護 ⑦景観

⑧地下水位の維持 ⑨動植物の生息・生育地の状況
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◇麻名用水など既存の利水施設で、取水がこれまで以上に困難な
状況となる。

◇旧吉野川や今切川での水質悪化

◇地下水位低下に伴う塩水化の進行

◇生態系など河川環境の悪化

◇鮎、しじみ、筋青のりなど水産業への影響 など

不特定用水の扱いについて

●不特定用水が減少し、

吉野川本川の水量が減少すると

●県民生活や産業活動などへの様々な影響が懸念される。



14

不特定用水の扱いについて

●「過去からの経緯」、「吉野川の現状や窮状」、

さらには、「これまでの取り組み状況」などを

「総合的に勘案」 した「慎重な判断」が必要

◇本県は「ため池」のような予備水源を持たない。

国、各県、関係機関がお互いに知恵を出し、努力することも大事

●不特定用水を議論する前に

◇取水制限が始まる前の早い段階からの自主節水

◇旧吉野川河口堰等の堰運用の変更

◇農水・工水・上水の間での相互の水融通

◇池田ダムの洪水調節容量を使用した一時的な貯留 など

●本県の取り組み
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工業用水の未利用について

（旧吉野川から取水している上工水の取水施設）

◇早明浦ダム建設に伴う新規工水の一部は水道用水に
転用し有効活用。しかし、６m3/sが未利用となっている。
◇これまでに、上水道へ0.3m3/sを転用済み。
◇未利用水は、平常時には正常流量的な役割を果たし
ている。（※正常流量は維持流量（９項目）に水利流量を加味して決定している。）

◇渇水時には、早明浦ダムの延命に寄与する。

●まず、吉野川流域で他用途への転用など有効活用策

を検討

●かけがえのない財産として未来に引き継ぐことが重要

15
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富郷ダム

柳瀬ダム

銅山川分水

図：「輝く２１世紀の暮らしと水（水資源機構吉野川局）」から

新宮ダム

●水不足に悩まされた
宇摩地方の悲願

Ｓ２２着工 Ｓ２８完成
（銅山川分水協定）

Ｓ４４着工 Ｓ５０完成
（完全分水）

Ｓ５７着工 Ｈ１３完成
（分水強化）

16
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「一度分水した水は

永遠に戻らない。

（三木熊二県議）」

銅 山 川 分 水 協 定

昭和１１年 第１次分水協定

昭和２０年 第２次分水協定

昭和２２年 第３次分水協定

昭和２６年 第４次分水協定

昭和３３年 第５次分水協定 17
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昭和３３年 第５次分水協定が締結され、銅山川
の年間総流出量が下図のように配分された。

銅山川分水

年間総流出量約３億トン年間総流出量約３億トン

約１億トン約１億トン

約１億トン

下流への責任放流

無効放流 分水
分水協定の内容

かんがい期（5/20～9/20）
①岩津流量44.5m3/s以下の時
・柳瀬ダムに貯留しない

・銅山川流量が5.8m3/s以下の時は
5.8m3/sに調整して放流

②岩津流量44.5m3/sを越え50m3/s未満の時
・銅山川流量が8.34m3/sを越える時
超過分は貯留できる

・銅山川流量が8.34m3/s以下の時
貯留せず、下流へ放流

③岩津流量50m3/s 以上の時
・銅山川流量が5.0m3/sを越える時
超過分は貯留できる

・銅山川流量が5.0m3/s以下の時
貯留せず、下流へ放流

非かんがい期（9/21～5/19）
①岩津流量44.5m3/s以下の時
・貯留せず、下流へ放流

①岩津流量44.5m3/sを越える時
・銅山川流量が2.94m3/sを越える時
超過分は貯留できる

・銅山川流量が2.94m3/s以下の時
貯留せず、下流へ放流

18
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銅 山 川 分 水

「銅山川分水協定」により確保された下流への
責任放流量は、吉野川総合開発によって、新宮
ダムで完全分水する代わりに、早明浦ダムで肩
代わり（不特定用水は銅山川の責任放流量を含む）

※早明浦ダムが利水機能を失った時の対応方法？

柳瀬ダム取水口 新宮ダム取水口
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銅山川の
河川環境

影井堰

・吉野川総合開発に伴い、

銅山川では新宮ダム下流

１２ｋｍが「水無し川同然」に

・平成１０年「銅山川の河川
環境を考える会」が発足

・平成１２年影井堰等からの

放流（通年ではない）

●年間を通じて一定の水量
が確保されることが、地元
住民の悲願となっている。

図：「輝く２１世紀の暮らしと水（水資源機構吉野川局）」から

取水

馬立堰

減水区間１２ｋｍ

水量が通年確保できていない

馬立堰
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銅山川の
取り組み

影井堰からの放流パターン

３５９日

１４７日

①
②

③

①0.17m3/s
②0.128m3/s
③0.042m3/s

確保できていない。

徳島新聞
平成十四年九月二十五日21
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仁淀川分水

ダム写真；ダム便覧ＨＰから

【仁淀川分水協定】

徳島県と

四国電力㈱「当時の四国中央電力㈱」

の間で請書（昭和１４年）

長沢ダム（Ｓ２４年完成）

大森川ダム（Ｓ３４年完成）

大橋ダム（Ｓ１５年完成）

（吉野川及び支川大森川
から仁淀川に分水）

・昭和８年頃から具体化

・昭和１３年、高知県知事から
協議、翌年徳島県知事同意

・四国電力㈱による分水発電

22
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穴 内 川 分 水

ダム写真；ダム便覧ＨＰから

穴内川ダム（Ｓ３９年完成）

・穴内川からの分水は、藩政期において既得権あり

・明治４２年から水力発電→穴内川発電の増強計画

・昭和３２年、高知県知事協議、徳島県知事同意

・四国電力㈱による分水発電

（支川穴内川から国分川に分水）

【穴内川分水協定】

徳島県と四国電力㈱

の間で覚書締結

（昭和３２年）
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吉野川水系分水量

吉野川総合開発による分水吉野川総合開発による分水 吉野川総合開発以外の発電分水吉野川総合開発以外の発電分水

５．３
億トン

高知県 香川県

愛媛県

（富郷ダム開発分含む）

※多目的ダム管理年表及び取水量報告から吉野川（池田地点）の年間総流出量 約４８億トン

０．９億トン

２．３億トン

２．１億トン

別子分水
０．４億トン

仁淀川分水

１．７億トン

４．６
億トン

穴内川分水
２．１億トン

０．４億トン
愛媛分水

※総合開発以前の愛媛分水は除く

平成８年～平成１７年の１０カ年平均
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治水と利水

池田ダム放流状況（Ｈ１６ 台風２３号）
（国土交通省発表資料から）

吉野川の「治水」と「利水」は、
切り離して考えられない。
利水利水 治水治水

分水先で水を利用する人々は、「洪水の痛み」を感じない。

吉野川流域の住民は、吉野川の水を利用する一方で、洪水被害も受けいれざるを得な
かった。

水利用においても渇水による影響も被ってきた。

流域住民の「川とのつきあい」は、このような「治水・利水両面の苦しみ」のうえに成り
立っており、長い歴史をかけて成立した複雑な「治水と農業慣行水利」や「水に対する強
い意識」が存在することから、「利水」の部分だけを切り離して議論するには難しい面が
ある。
Ｓ３６．５．９ 第３回 四国地方開発審議会での原知事発言

「分水によって香川県は得をすることができるが、吉野川沿川住民は水くみをしなければならない。徳島県民は吉野川の洪水で損はし

ているが、儲けたことはない。香川県がダムを造るなど県内開発の努力をした上で、分水の要望をするなら県民に話もできる。」 25
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河川整備
の状況
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北海道 関東 北陸 中部 九州 近畿 東北 中国 四国 全国

全国の直轄河川の地域別整備率（％）

整備率は、２００６年版河川便覧から
算出。
整備率（％）＝（計画断面堤防延長＋
暫定延長）÷（計画断面堤防延長＋
暫定延長＋暫々定延長）
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旧吉野川整備率　約３０％

　美馬上流２５ｋｍ区間　

   　整備率　約４３％

　　岩津上流４０ｋｍ区間　整備率　約６９％ 岩津下流４０ｋｍ区間　整備率　約９８％

吉野川（直轄区間）整備率　約６６．５％

明治４０年着手　昭和２年概成
昭和４０年着手
完成？

岩津

吉野川の河川整備の状況
写真は、平成１６年
台風２３号による状況
（国土交通省発表資料から）

三好市池田町 東みよし町昼間 東みよし町稲持

美馬橋

【平常時】

岩津

整備率：２００６版河川便覧掲載値から

美馬橋上流２５ｋｍ区間
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吉野川の被災状況（Ｈ１６ 台風２３号）

国土交通省発表資料から

：浸水区域

            吉野川上流の被害状況

面積（ha） 床上浸水(件） 床下浸水（件） 　最大湛水深（m）
外水 412.3 81 165 4.8
内水 214.8 88 148 3.2

内水・外水 67.7 29 25 4.9
合　計 694.8 198 338

           吉野川下流・旧吉野川の被害状況

面積（ha） 床上浸水(件） 床下浸水（件） 　最大湛水深（m）
内水 7,250 396 1,556 3.5

内水・外水 2,810 523 824 2.5
合　計 10,060 919 2,380

浸　　水　　被　　害
浸水原因

浸水原因
浸　　水　　被　　害

吉野川上流の浸水状況

吉野川下流の浸水状況
旧阿波町・
旧市場町・
吉野川市付近

吉野川市、旧吉
野町、石井町、
上板町付近

旧池田町・旧三好
町・旧井川町付近

旧三野町・旧美馬
町・旧三加茂町

旧貞光町・旧穴吹
町・旧脇町付近
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「四国はひとつ」への道
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記事

徳島新聞
昭和五十年三月二十九日



31Tokushima

吉野川の水利用については、
歴史的背景を十分念頭におきながら、
様々な角度から考えられる限りの対策について
知恵を出すなかで
総合的に議論いただければ幸いである。

おわりに
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